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「警戒区域への一時立入許可基準」（公益立入）の解釈、運用が適用される 

作業に係る措置について 

 

東京電力福島第一原子力発電所から 20キロメートル圏内における作業については、

「福島第一原子力発電所から 20キロメートル圏内における作業に係る措置について」

（平成 23 年５月 17 日付け基安発 0517 第１号）により示しているところであるが、

今般、別添１のとおり、「「警戒区域への立入許可基準」（公益立入）の解釈、運用に

ついて」（平成 23 年６月 16 日付け原子力災害対策本部文書）（以下、「解釈文書」と

いう。）が示されたところである。ついては、「解釈文書」により立入が認められる者

の放射線による健康障害を防止するため、下記のとおりとすることとしたので、関係

事業場に対する指導等に遺漏なきを期されたい。 

なお、別添２により、福島県知事あてに通知していることを申し添える。 

 

記 

 

１ 「解釈文書」の（１）の基準をすべて満たすものとして、「警戒区域への一時立

入許可基準」（平成 23 年４月 23日付け原子力災害対策本部長名文書）の２の（１）

による一時立入の許可を受けた事業者は、「解釈文書」（２）の（ア）から（オ）に

定める事項を適切に実施すること。 

 

２ 「解釈文書」の（２）の（エ）に関し、測定した被ばく線量は、１日ごとに記録

し、適切に保存すること。また、労働者の求めに応じて、累計の被ばく線量を労働

者に通知すること。 

  



別添１ 

「警戒区域への一時立入許可基準」（公益立入）の解釈、運用について 

 

平成２３年６月１６日  

原子力災害対策本部  

 

警戒区域への一時立入許可基準（平成２３年４月２３日原子力災害対策本部長）におい

ては、立入ができなければ著しく公益を損なうことが見込まれる者について、個別に市町村

長が原子力災害現地対策本部長と調整の上、立入態様に関する条件を付して一時立入を

許可することとしている。（同基準 ２．（１））  

 

この運用において、一時立入の許可によって２０ｋｍ圏内の事業者が操業することは、一

定の距離が確保されていないことから、原子力発電所の状況悪化による爆発等で放射性

物質が放出された際の避難が困難であるとともに、従業員が短期的に放射線の影響を受

ける可能性が高く、原則として認めることは適切ではない。このため、一時立入による設備

の持ち出し等により、法人の要望に対応しているものである。  

 

他方、従来の公益性の基準に加えて、以下の(1)の基準を全て満たす場合には、  

① 原子力発電所から一律に一定の距離を確保するという警戒区域の設定の趣旨を損な

うことなく、従業員の安全性を確保することが可能であり（A～C）  

② ほかに有効な手段もない（D）ことから、  

安全上の観点と、操業により得られる社会的・経済的便益を比較考慮して、個別に市町

村長が原子力災害現地対策本部長と調整の上、操業のための一時的な立入を許可するこ

とは差し支えないものとする。この際、許可に当たっては、立入態様に関する以下の(2)の

条件を付すこととする。  

 

(1) 基準  

A) 距離 

当該事業所等の敷地の一部が、東京電力(株)福島第一原子力発電所から半径

20kmの境界線より外側であること。  

B) 屋内退避の措置 

専ら屋内における作業を実施する事業者であり、操業しても屋内退避状況が継続し

ていると認められること。  

C) 緊急時連絡の体制 

作業中であっても、緊急時の連絡をすぐに受け、敷地内にいる者に周知する体制が

組織的に整備されていること。  
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D) 搬出による制限 

設備の搬出が実質的に不可能であり、警戒区域内でしか操業ができないこと。  

 

(2) 条件  

(ア) 避難計画  

原子力発電所の状況が悪化した際の避難計画を有し、その準備を行うこと。（市

町村及び原子力災害現地対策本部に提出し、承認をうけること。）  

(イ) 一時的な立入の期間  

一時的な立入の期間は最長３ヶ月程度とし、必要に応じて避難計画等を見直すこ

と。その後、再度更新することが可能。  

(ウ) 敷地内の空間線量率の測定  

敷地内の空間線量率を測定すること。  

１年間の積算線量が２０ミリシーベルトに達するおそれがない場合については、屋

外の空間線量率が3.8μ Sv/hを下回っていること及び屋内の空間線量率が

3.8μ Sv/hを十分に下回っていることを確認し、「警戒区域への一時立入許可基準」

の６（立ち入る際の装備）及び７（スクリーニング）を求めないこととする。  

１年間の積算線量が２０ミリシーベルトに達するおそれがある場合については、「計

画的避難区域において事業所が例外的に事業を継続する場合に市町村が満たす

ことが必要な事項」に準ずることとする。  

(エ) 従業員が受ける線量の管理  

事業者は、複数の従業員を代表する従業員又は全員に個人線量計を携帯させ、

事業所において従業員が受けた放射線量を計測し、記録することとする。  

(オ) 定期的な健康診断  

事業者は、従業員に定期的に健康診断を受けさせることとする。 
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別添２ 

 

基安発０６２１第２号 

平成２３年６月２１日 

 

 

福島県知事 殿 

 

 

厚生労働省労働基準局     

安全衛生部長    

 

 

「警戒区域への一時立入許可基準」（公益立入）の解釈、運用が適用される 

作業に係る措置について 

 

労働安全衛生行政の運営につきましては、平素から格段のご理解、ご協力をいただ

きお礼申し上げます。 

さて、標記につきましては、「福島第一原子力発電所から 20キロメートル圏内にお

ける作業に係る措置について」（平成 23年５月 17日付け基安発 0517 第４号）により

通知したところですが、今般、別添１のとおり、「「警戒区域への立入許可基準」（公

益立入）の解釈、運用について」（平成 23年６月 16日付け原子力災害対策本部文書）

が示されたところです。ついては、同文書により立入が認められる者の放射線による

健康障害を防止するため、別添２のとおり、平成 23 年６月 21 日付け基安発 0621 第

１号を福島労働局長あて発出したところです。 

つきましては、同通知に示す措置について、貴管内の自治体に対し周知を図られた

くお願いいたします。 

 

（別添１・別添２ 省略） 

 


